
◎
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

  

（
会
計
帳
簿
の
備
付
け
及
び
記
載
） 

 

第
九
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
会

計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
。
第
十

五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
（
会
計
帳
簿
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会

計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
会
計
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ

に
当
該
政
治
団
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

〔
略
〕 

 

二 

す
べ
て
の
支
出
（
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責

任
者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ
た
支
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
二
条

及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び

住
所
（
支
出
を
受
け
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
。
次
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
そ
の
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日 

 

三 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

  

（
会
計
責
任
者
等
が
支
出
を
す
る
場
合
の
手
続
） 

 

第
十
一
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会

計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
支
出
を
し
た
者
は
、

一
件
一
万
円
を
超
え
る
す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
当
該
支
出
の
目
的
、
金

額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
領
収
書
そ
の
他
の
支
出
を
証
す
べ
き
書
面
（
以

下
「
領
収
書
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ

を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

政
治
団
体
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体

の
た
め
に
一
件
一
万
円
を
超
え
る
支
出
を
し
た
者
は
、
領
収
書
等
を
直
ち
に

会
計
責
任
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
会
計
帳
簿
の
備
付
け
及
び
記
載
） 

 

第
九
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
会

計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
。
第
十

五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
（
会
計
帳
簿
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会

計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
会
計
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ

に
当
該
政
治
団
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

〔
同
上
〕 

 

二 

す
べ
て
の
支
出
（
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責

任
者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ
た
支
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
二
条

及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び

住
所
（
支
出
を
受
け
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
。
次
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
そ
の
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日 

 

三 

〔
同
上
〕 

２ 

〔
同
上
〕 

  

（
会
計
責
任
者
等
が
支
出
を
す
る
場
合
の
手
続
） 

 

第
十
一
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
又
は
政
治
団
体
の
代
表
者
若
し
く
は
会

計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
支
出
を
し
た
者
は
、

一
件
五
万
円
以
上
の
す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額

及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
領
収
書
そ
の
他
の
支
出
を
証
す
べ
き
書
面
（
以
下

「
領
収
書
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
を

徴
し
難
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

政
治
団
体
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
当
該
政
治
団
体

の
た
め
に
一
件
五
万
円
以
上
の
支
出
を
し
た
者
は
、
領
収
書
等
を
直
ち
に
会

計
責
任
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 



 

二 

  
（
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
二
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、

会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
毎
年
十
二
月
三
十
一
日

現
在
で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収
入
、
支
出
そ
の
他
の

事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を

記
載
し
た
報
告
書
を
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
（
そ
の
間
に
衆
議
院

議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期

日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
報
告
書
の

提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
四
月
以
内
）
に
、
第
六

条
第
一
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理

委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

〔
略
〕 

 

二 

す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目

別
の
金
額
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項 

     
 

イ 

人
件
費
以
外
の
経
費
の
支
出
（
一
件
当
た
り
の
金
額
（
数
回
に
わ
た

つ
て
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
合
計
金
額
）
が
一
万
円
を
超
え
る
も
の
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び

に
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日 

 
 

ロ 

人
件
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
人
件
費
の
支
出
を
要
す
る
こ
と

と
な
つ
た
業
務
に
従
事
し
た
者
の
数 

 

三 

〔
略
〕 

２ 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
同

項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
経
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
領
収
書
等
の
写
し
（
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
つ
た

と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し

た
書
面
又
は
当
該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
金
融
機
関
若
し
く

は
日
本
郵
政
公
社
が
作
成
し
た
振
込
み
若
し
く
は
振
替
の
明
細
書
で
あ
つ
て

当
該
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
）
を
併
せ
て
提
出

  

（
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
二
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、

会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
毎
年
十
二
月
三
十
一
日

現
在
で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収
入
、
支
出
そ
の
他
の

事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を

記
載
し
た
報
告
書
を
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
（
そ
の
間
に
衆
議
院

議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期

日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
報
告
書
の

提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
四
月
以
内
）
に
、
第
六

条
第
一
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理

委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

〔
同
上
〕 

 

二 

す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目

別
の
金
額
並
び
に
人
件
費
、
光
熱
水
費
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経

費
以
外
の
経
費
の
支
出
（
一
件
当
た
り
の
金
額
（
数
回
に
わ
た
つ
て
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
合
計
金
額
）
が
五
万
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
、
そ
の
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、

金
額
及
び
年
月
日 

〔
新
設
〕 

   

〔
新
設
〕 

  
三 

〔
同
上
〕 

２ 
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
同

項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
領
収
書
等
の
写
し
（
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
つ
た
と

き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た

書
面
又
は
当
該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
金
融
機
関
若
し
く
は

日
本
郵
政
公
社
が
作
成
し
た
振
込
み
若
し
く
は
振
替
の
明
細
書
で
あ
つ
て
当

該
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
）
を
併
せ
て
提
出
し

 



し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

  

（
会
計
帳
簿
等
の
保
存
） 

第
十
六
条 
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
政
治
団
体
が
次
条
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
及
び
領
収
書
等
を
、
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
係
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た

日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ

れ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
資
金
管
理
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
通
知
） 
 

第
十
九
条
の
三 

〔
略
〕 

２ 

資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
五

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
） 

第
二
十
条
の
二 

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
書
及
び
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
は
、
こ
れ
ら
を
受
理
し
た
総
務
大
臣
又
は
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告

書
の
要
旨
を
公
表
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日

か
ら
五
年
間
、
総
務
大
臣
の
場
合
に
あ
つ
て
は
総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
管

理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
報
告
書
又
は
書
面
の
閲
覧
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

〔
同
上
〕 

  

（
会
計
帳
簿
等
の
保
存
） 

第
十
六
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
政
治
団
体
が
次
条
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
及
び
領
収
書
等
を
、
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
係
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た

日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ

れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
資
金
管
理
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
通
知
） 

 

第
十
九
条
の
三 

〔
同
上
〕 

２ 

資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
三

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
） 

第
二
十
条
の
二 

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
書
及
び
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
は
、
こ
れ
ら
を
受
理
し
た
総
務
大
臣
又
は
都

道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告

書
の
要
旨
を
公
表
し
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日

か
ら
三
年
間
、
総
務
大
臣
の
場
合
に
あ
つ
て
は
総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
管

理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
報
告
書
又
は
書
面
の
閲
覧
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 



 

四 

  


